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を
行
う
施
設
ご
と
に
、
そ
の
施
設
で
ふ
ぐ

の
取
扱
い
に
従
事
す
る
専
任
の
ふ
ぐ
調
理

師
を
定
め
、
知
事
の
認
証
を
受
け
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。

　

丸
ふ
ぐ
や
有
毒
部
位
の
除

去
が
不
十
分
な
未
処
理
の
ふ

ぐ
を
取
り
扱
う
場
合
は
、
ふ

ぐ
取
扱
所
の
認
証
手
続
を
保

健
所
で
行
い
、
ふ
ぐ
取
扱
所

認
証
書
を
受
け
て
か
ら
営
業

を
開
始
し
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。

　

な
お
、
食
品
衛
生
法
改
正
に
伴
い
、
食

品
衛
生
法
施
行
規
則
に
、
ふ
ぐ
の
処
理
を

行
う
営
業
者
の
義
務
や
施
設
基
準
が
新
た

に
定
め
ら
れ
ま
し
た
。

　

未
処
理
の
ふ
ぐ
の
取
扱
い
に
当
た
っ
て

は
、
ふ
ぐ
条
例
に
規
定
す
る
ふ
ぐ
調
理
師

の
義
務
を
厳
守
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
ら

の
新
基
準
、
特
に
、
ふ
ぐ
の
処
理
を
す
る

た
め
の
器
具
に
つ
い
て
、「
専
用
の
器
具

を
備
え
る
こ
と
」
が
必
要
と
な
り
ま
す
の

で
御
注
意
く
だ
さ
い
。

　

正
し
い
取
扱
い
方
法
や
ル
ー
ル
を
守

り
、
安
全
な
「
冬
の
味
覚　

ふ
ぐ
」
を
提

供
し
ま
し
ょ
う
。

■
ふ
ぐ
条
例
が
改
正
さ
れ
ま
し
た
！

　

食
品
衛
生
法
改
正
や
、
国
に
よ
る
「
ふ

ぐ
処
理
者
の
認
定
基
準
」
が
策
定
さ
れ
た

こ
と
等
を
背
景
に
、
令
和
４
年
４
月
に
ふ

ぐ
条
例
が
改
正
さ
れ
ま
し
た
。

は
不
要
で
す
。）

　
新
試
験
内
容
・
免
許
の
詳
細
に
つ
い
て

は
、
都
H
P
で
御
案
内
し
ま
す
。

◆
新
試
験
・
免
許
制
度

に
関
す
る
お
問
合
せ
：

東
京
都
福
祉
保
健
局
健

康
安
全
部
健
康
安
全
課

部
位
の
除
去
が
不
十
分
な
未
処

理
の
ふ
ぐ
の
取
扱
い
を
規
制
し

て
い
ま
す
。

■
丸
ふ
ぐ
等
未
処
理
の
ふ
ぐ
の

取
扱
い

　

東
京
都
で
は
、
営
業
者
と
ふ

ぐ
調
理
師
の
両
者
の
責
任
の
下

に
、
食
品
の
安
全
性
を
確
保
す

る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

　

営
業
者
は
、
ふ
ぐ
の
取
扱
い

　

冬
が
旬
の
か
き
、
ふ
ぐ
の
適
正
な
取
扱

い
に
つ
い
て
、
あ
ら
た
め
て
確
認
し
ま

し
ょ
う
。

《
か
き
編
》

　

冬
が
旬
の
真
牡
蠣

の
水
揚
げ
は
10
月
頃

か
ら
４
月
頃
ま
で

で
、
寒
い
時
ほ
ど
旨

味
が
乗
り
、
美
味
し

く
な
り
ま
す
。
か
き

は
栄
養
価
も
高
く
、

古
く
か
ら
一
般
に
親
し
ま
れ
て
い
る
食
品

で
す
。

　

生
食
で
、
加
熱
で
と
様
々
な
メ
ニ
ュ
ー

が
あ
り
ま
す
が
、
ノ
ロ
ウ
イ
ル
ス
に
よ
る

食
中
毒
な
ど
、
生
か
き
の
取
扱
い
に
は
特

に
注
意
が
必
要
で
す
。

　

食
品
衛
生
法
の
改
正
に
伴
い
、
令
和
３

年
６
月
よ
り
、
食
品
を
取
り
扱
う
営
業
者

に
よ
る
「
H
A
C
C
P
に
沿
っ
た
衛
生

管
理
」
が
制
度
化
さ
れ
ま
し
た
。

　

生
か
き
を
取
り
扱
う
営
業
者
の
皆
様

は
、
生
食
用
か
き
の
保
存
基
準
の
遵
守
や

二
次
汚
染
防
止
、
十
分
な
加
熱
な
ど
、
生

か
き
を
取
り
扱
う
際
の
衛
生
管
理
事
項
に

つ
い
て
、
衛
生
管
理
計
画
や
、
衛
生
管
理

マ
ニ
ュ
ア
ル
等
に
定
め
る
な
ど
の
対
策
を

と
り
、
か
き
に
よ
る
食
中
毒
の
発
生
の
防

止
に
努
め
ま
し
ょ
う
。

　

こ
こ
で
、
あ
ら
た
め
て
生
か
き
の
衛
生

的
な
取
扱
い
の
ポ
イ
ン
ト
を
ま
と
め
ま
し

た
の
で
参
考
に
し
て
く
だ
さ
い
。

■
生
か
き
の
衛
生
的
な
取
扱
い
の
ポ
イ
ン
ト

　

生
か
き
に
は
「
生
食
用
」
と
「
加
熱
調

理
用
」
の
区
別
が
あ
り
ま
す
。
生
か
き
に

よ
る
食
中
毒
防
止
の
た
め
、
生
食
用
か
き

に
は
、
成
分
規
格
等
規
格
基
準
が
定
め
ら

れ
て
お
り
、
こ
れ
に
適
合
し
た
取
扱
い
を

す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

《
生
か
き
を
取
り
扱
う
際
の
注
意
事
項
》

◉
生
食
用
か
き
、
生
食
用
冷
凍
か
き
の
保

存
基
準
を
厳
守
す
る
。

◉
か
き
の
鮮
度
保
持
等
の
た
め
、
販
売
量

を
見
込
み
、
適
切
な
量
を
取
扱
う
。

◉
適
正
に
表
示
さ
れ
た
も
の
を
取
り
扱

い
、
期
限
内
に
販
売
、
使
用
す
る
。

◉
従
事
者
を
介
し
て
、
又
は
ド
リ
ッ
プ
等

に
よ
り
他
の
食
品
を
汚
染
し
な
い
よ
う
、

生
か
き
の
取
扱
い
の
作
業
前
後
に
手
洗
い

を
す
る
、
器
具
等
を
使
い
分
け
る
等
、
適

切
に
取
り
扱
う
。

◉
カ
キ
フ
ラ
イ
な
ど
加
熱
提
供
す
る
場
合

は
、
中
心
温
度
85
℃
か
ら
90
℃
で
90
秒
間

以
上
と
な
る
よ
う
十
分
に
加
熱
す
る
。

◉
仕
入
、
販
売
に
関
す
る
記
録
を
作
成
、

保
存
す
る
。

《
生
か
き
販
売
の
際
の
注
意
事
項
》

◉
生
食
用
と
加
熱
調
理
用
は
販
売
区
画
を

別
に
し
、
消
費
者
等
が
誤
認
し
な
い
よ
う

に
す
る
。

◉
む
き
身
の
生
食
用
か
き
は
、
加
工
者
の

包
装
形
態
の
ま
ま
販
売
す
る
。

　

今
シ
ー
ズ
ン
も
事
故
の
な
い
よ
う
生
か

き
の
取
扱
い
に
注
意
し
ま
し
ょ
う
。

《
ふ
ぐ
編
》

　

東
京
都
で
は
、「
東
京
都
ふ
ぐ
の
取
扱

い
規
制
条
例
」（
以
下
「
ふ
ぐ
条
例
」
と

い
う
。）
に
よ
り
、
丸
体
の
ふ
ぐ
や
有
毒

　

ふ
ぐ
条
例
改
正
の
ポ
イ
ン
ト
を
解
説
し

ま
す
。

●
ふ
ぐ
加
工
製
品
取
扱
届
出
制
度
廃
止

　

令
和
４
年
４
月
か
ら
、
以
下
の
ふ
ぐ
加

工
製
品
は
、
保
健
所
へ
の
届
出
不
要
で
取

り
扱
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

・
有
毒
部
位
が
確
実
に
除
去
さ
れ
た
身
欠

き
ふ
ぐ
、
精
巣

・
ふ
ぐ
刺
身
、
ふ
ぐ
そ
う
菜
そ
の
他
そ
の

ま
ま
食
用
に
供
さ
れ
る
も
の

・
ふ
ぐ
ち
り
材
料
そ
の
他
加
熱
等
の
調
理

を
行
い
食
用
に
供
さ
れ
る
も
の

未
処
理
の
ふ
ぐ
を
販
売
、
貯
蔵
、
処
理

す
る
こ
と
は
、
従
来
ど
お
り
ふ
ぐ
調
理
師

免
許
の
取
得
と
、
ふ
ぐ
取
扱
所
の
認
証
が

必
要
と
な
り
ま
す
。

　

な
お
、
シ
ョ
ウ
サ
イ
フ
グ
な
ど
皮
が
不

可
食
の
ふ
ぐ
の
場
合
、
ヒ
レ
が
付
い
た
状

態
の
身
欠
き
ふ
ぐ
は
、
未
処
理
の
ふ
ぐ
と

し
て
認
証
施
設
以
外
で
は
取
り
扱
え
な
い

の
で
御
注
意
く
だ
さ
い
。

●
令
和
５
年
度
か
ら
ふ
ぐ
調
理
師
・
試
験

免
許
制
度
が
改
正
さ
れ
ま
す
！

　

昭
和
24
年
か
ら
始
ま
っ
た
東
京
都
の

「
ふ
ぐ
調
理
師
試
験
」
が
「
ふ
ぐ
取
扱
責

任
者
試
験
」
に
変
わ
り
ま
す
。

・
受
験
資
格
（
調
理
師
免
許
、
２
年
の
従

事
経
験
）
が
撤
廃
さ
れ
ま
す
。

・
資
格
名
称
が
「
ふ
ぐ
取
扱
責
任
者
」
に

な
り
ま
す
。

・
試
験
の
内
容
が
一
部
変
わ
り
ま
す
。

学
科
試
験
：「
水
産
食
品
の
衛
生
に
関
す

る
知
識
」
が
追
加
さ
れ
ま
す
。

実
技
試
験
：「
ふ
ぐ
の
処
理
技
術
」
の
対

象
か
ら
調
理
技
術
（
皮
引
き
、刺
身
引
き
）

を
除
外
し
ま
す
。

　

制
度
は
改
正
さ
れ
ま
す
が
、
既
に
お
持

ち
の
「
ふ
ぐ
調
理
師
免
許
証
」
は
「
ふ
ぐ

取
扱
責
任
者
免
許
証
」
と
み
な
さ
れ
ま
す

の
で
、
試
験
の
再
受
験
や
免
許
証
の
切
替

交
付
手
続
等
は
不
要
で
す
。（
ふ
ぐ
取
扱

所
の
認
証
書
に
つ
い
て
も
、
特
段
の
手
続

試
験
・
免
許
担
当
☎
03
・
5
3
2
0
・

4
3
5
8

◆
ふ
ぐ
条
例
改
正
に
関

す
る
お
問
合
せ
：
東
京

都
福
祉
保
健
局
健
康
安

全
部
食
品
監
視
課
乳
肉

水
産
担
当
☎
03
・
5
3
2
0
・
4
4
1
3

　

歳
末
期
に
は
、
ク
リ
ス
マ
ス
、
年
末
年
始
、
贈
答
用
の
様
々
な
食
品
が
大
量
に
流

通
し
ま
す
。
ま
た
、
ノ
ロ
ウ
イ
ル
ス
食
中
毒
が
多
発
す
る
時
期
で
す
。
歳
末
期
を
迎

え
る
に
あ
た
り
、
都
民
の
食
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
、
都
内
で
保
健
所
を
設
置
し

て
い
る
都
及
び
特
別
区
・
八
王
子
市
・
町
田
市
が
協
力
し
て
、
食
品
衛
生
歳
末
一
斉

監
視
を
実
施
し
ま
す
。

　

期
間
中
、
集
団
給
食
施
設
や
飲
食
店
、
製
造
業
、
販
売
業
等
の
施
設
を
対
象
に
、

立
入
検
査
や
表
示
検
査
、
食
品
の
抜
き
取
り
検
査
な
ど
の
監
視
指
導
を
都
内
全
域
で

行
い
ま
す
。

◉
実
施
時
期
及
び
実
施
機
関

⑴
実
施
時
期

　

令
和
４
年
12
月
１
日
㈭
〜
30
日
㈮
ま
で

⑵
実
施
機
関

　

㋐
東
京
都
（
保
健
所
、
健
康
安
全
研
究

セ
ン
タ
ー
、
市
場
衛
生
検
査
所
及
び
芝
浦

食
肉
衛
生
検
査
所
）

　

㋑
特
別
区
・
八
王
子
市
・
町
田
市
（
保

健
所
、
各
区
市
検
査
機
関
）

◉
重
点
的
に
監
視
指
導
を
行
う
項
目

⑴
ク
リ
ス
マ
ス
、
年
末
年
始
用
食
品
等
の

検
査

　

短
期
間
に
大
量
に
製
造
さ
れ
る
ク
リ
ス

マ
ス
ケ
ー
キ
、
正
月
用
そ
う
ざ
い
等
の
年

末
年
始
用
食
品
を
中
心
に
、
法
違
反
等
の

不
良
食
品
を
排
除
す
る
た
め
、
流
通
食
品

の
検
査
を
実
施
し
ま
す
。

⑵
集
団
給
食
施
設
に
対
す
る
監
視
指
導　

　

ノ
ロ
ウ
イ
ル
ス
や
腸
管
出
血
性
大
腸

菌
、
ウ
エ
ル
シ
ュ
菌
に
よ
る
食
中
毒
を
未

然
に
防
止
す
る
た
め
、
食
中
毒
を
発
症
し

た
場
合
に
重
症
化
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
高

齢
者
や
子
供
等
が
利
用
す
る
社
会
福
祉
施

設
や
、
大
規
模
な
患
者
発
生
に
つ
な
が
る

大
量
調
理
施
設
を
対
象
に
、
重
点
的
に
監

視
指
導
を
行
い
ま
す
。

⑶
食
肉
等
の
取
扱
い
（
生
食
で
の
提
供
中

止
等
）
に
関
す
る
監
視
指
導

　

食
肉
の
生
食
等
に
よ
る
食
中
毒
を
防
止

す
る
た
め
、
飲
食
店
等
に
対
し
、
中
心
部

ま
で
十
分
に
加
熱
調
理
を
行
う
等
、
食
肉

等
の
適
切
な
取
扱
い
に
つ
い
て
監
視
指
導

を
行
い
ま
す
。
特
に
、
牛
レ
バ
ー
刺
し
及

び
豚
肉
の
生
食
で
の
提
供
中
止
や
、
ユ
ッ

ケ
等
の
生
食
用
牛
肉
を
提
供
す
る
場
合

は
、
規
格
基
準
を
遵
守
す
る
よ
う
指
導
を

徹
底
し
ま
す
。

⑷
Ｈ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｐ
の
取
組
支
援

　

食
品
衛
生
法
改
正
に
よ
り
制
度
化
さ
れ

た
、
Ｈ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｐ
に
沿
っ
た
衛
生
管
理
の

着
実
な
導
入
と
定
着
に
向
け
て
、
事
業
者

の
規
模
や
衛
生
管
理
の
取
組
状
況
等
に
応

じ
た
指
導
を
行
い
ま
す
。

⑸
そ
の
他

　

食
品
表
示
法
に
基
づ
く
表
示
の
適
正
化

の
徹
底
を
図
る
た
め
、
期
限
表
示
や
添
加

物
、
ア
レ
ル
ゲ
ン
等
の
表
示
事
項
に
つ
い

て
監
視
指
導
を
行
い
ま
す
。

　

ま
た
、
テ
イ
ク
ア
ウ
ト
や
宅
配
等
を
実

施
す
る
飲
食
店
に
対
し
て
、
食
品
の
衛
生

的
な
取
扱
い
に
つ
い
て
監
視
指
導
を
行
い

ま
す
。

◉
結
果
の
公
表

　

上
記
の
一
斉
監
視
事
業
の
実
施
結
果
に

つ
い
て
は
、
12
月
下
旬
に
速
報
と
し
て
お

知
ら
せ
す
る
予
定
で
す
。

冬
の
味
覚

生
か
き
・
ふ
ぐ

正
し
い
取
扱
い
で
提
供
を

食
品
衛
生
歳
末
一
斉
監
視
を

実
施
し
ま
す

生食用かきの例

名　　称 生かき（生食用）

消費期限 △年　△月　△日

保存方法 10℃以下で保存して
ください。

採取海域 ◆県　◆湾

加工者
株式会社▲▲商店

◇県◇市◇町◯－◯

≪生食用かきの規格基準 ( 抜粋 ) ≫
○保存基準
・生食用かき：10℃以下
・生食用冷凍かき：－ 15℃以下
≪生かきの表示事項≫
食品表示法により次の事項を容器包装
に表示するよう義務づけられています。

身欠きふぐ 精巣（白子）

ふぐ刺身 ふぐちり材料

【ふぐの処理に係る食品衛生法施行規則の改正】

営業者
の義務

ふぐ処理者又はふぐ処理者の立会いの下に
他の者にふぐを処理させなければならない。

施設
基準

除去した有毒部位の保管をするため、施錠
できる容器等を備えること。

ふぐの処理をするための専用の器具を備え
ること。

ふぐを凍結する場合にあっては、ふぐを
-18℃以下で急速に凍結できる機能を備える
冷凍設備を有すること。
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ノ
ロ
ウ
イ
ル
ス
食
中
毒
に
ご
注
意
！

４
原
則（
つ
け
な
い
・
や
っ
つ
け
る
・
持
ち
込
ま
な
い
・
拡
げ
な
い
）徹
底
を

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
流
行
に
伴
う

行
動
制
限
が
緩
和
さ
れ
つ
つ
あ
り
、
飲
食

店
を
営
業
さ
れ
て
い
る
方
々
も
年
末
に
向

け
て
準
備
を
進
め
て
い
る
か
と
思
い
ま
す

が
、
こ
れ
か
ら
の
時
期
は
ノ
ロ
ウ
イ
ル
ス

食
中
毒
に
注
意
が
必
要
で
す
。

　

図
に
示
し
た
と
お
り
、
気
温
が
低
く
な

る
秋
か
ら
冬
に
か
け
て
は
、
例
年
ノ
ロ
ウ

イ
ル
ス
の
食
中
毒
が
増
え
て
く
る
時
期
で

す
。
令
和
３
年
９
月
か
ら
令
和
４
年
８
月

ま
で
の
ノ
ロ
ウ
イ
ル
ス
食
中
毒
の
発
生
件

数
は
７
件
（
速
報
値
）
で
、
過
去
十
年
間

で
最
も
発
生
件
数
の
多
か
っ
た
平
成
24
年

（
56
件
）
と
比
較
す
る
と
大
き
く
減
少
し

て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
昨
年
は
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
の
流
行
に
伴
い
、
会
食
機
会

が
減
少
し
た
こ
と
が
原
因
と
考
え
ら
れ
ま

す
。
ま
た
、
感
染
症
予
防
の
た
め
に
マ
ス

ク
の
着
用
や
手
洗
い
の
習
慣
が
広
く
浸
透

し
、
ノ
ロ
ウ
イ
ル
ス
の
流
行
が
抑
え
ら
れ

た
こ
と
も
大
き
な
要
因
で
し
ょ
う
。
し
か

し
、人
の
移
動
や
接
触
が
活
発
に
な
る
と
、

ノ
ロ
ウ
イ
ル
ス
感
染
が
増
加
す
る
可
能
性

が
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
調
理
に
携
わ
る

従
業
員
の
方
々
も
、
ノ
ロ
ウ
イ
ル
ス
に
感

染
す
る
リ
ス
ク
が
高
ま
る
と
い
う
こ
と
で

す
。
近
年
の
ノ
ロ
ウ
イ
ル
ス
食
中
毒
の
多

く
は
従
業
員
由
来
、
特
に
調
理
時
点
で
は

体
調
不
良
の
な
か
っ
た
従
業
員
が
ノ
ロ
ウ

イ
ル
ス
に
感
染
し
て
い
て
、
食
品
に
ノ
ロ

ウ
イ
ル
ス
を
付
け
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
原

因
で
発
生
し
て
い
ま
す
。
こ
の
た
め
、
こ

れ
か
ら
の
時
期
は
特
に
、
体
調
不
良
の
有

無
に
関
わ
ら
ず
、
ノ
ロ
ウ
イ
ル
ス
に
感
染

し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
と
意
識
し
て
調

理
を
行
う
こ
と
が
重
要
で
す
。
こ
こ
で
、

令
和
４
年
に
発
生
し
た
ノ
ロ
ウ
イ
ル
ス
食

中
毒
の
事
例
を
紹
介
し
ま
す
。

〈
事
例
〉

　

あ
る
飲
食
店
で
焼
肉
等
を
食
べ
た
１
グ

ル
ー
プ
７
名
の
う
ち
の
４
名
が
、
食
べ
た

１
日
か
ら
２
日
後
に
お
う
吐
、
下
痢
等
の

症
状
が
出
て
、
検
便
の
結
果
ノ
ロ
ウ
イ
ル

ス
が
検
出
さ
れ
ま
し
た
。
飲
食
店
の
従
業

員
１
名
の
検
便
か
ら
も
ノ
ロ
ウ
イ
ル
ス
が

検
出
さ
れ
ま
し
た
。
調
査
の
結
果
、
そ
の

従
業
員
は
下
痢
等
の
体
調
不
良
は
呈
し
て

お
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
ま
た
、
調
理
時
に

は
ゴ
ム
手
袋
を
両
手
に
付
け
て
い
ま
し

た
。
し
か
し
、
ゴ
ム
手
袋
を
過
信
し
た
た

め
か
、
手
洗
い
が
徹
底
さ
れ
て
お
ら
ず
、

ゴ
ム
手
袋
の
装
着
時
に
、
ゴ
ム
手
袋
の
外

側
に
ノ
ロ
ウ
イ
ル
ス
を
付
着
さ
せ
て
し

ま
っ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
ま
し
た
。
ノ

ロ
ウ
イ
ル
ス
が
付
着
し
た
ゴ
ム
手
袋
で

カ
ッ
ト
さ
れ
た
生
肉
や
野
菜
を
触
っ
て
し

ま
う
と
、
食
品
も
ノ
ロ
ウ
イ
ル
ス
に
汚
染

さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。

　

ノ
ロ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
力
を

　

甘
く
見
て
は
い
け
な
い

　

ノ
ロ
ウ
イ
ル
ス
に
感
染
し
お
う
吐
、
下

痢
等
を
し
た
と
き
に
は
、
ふ
ん
便
や
吐
物

と
と
も
に
ノ
ロ
ウ
イ
ル
ス
が
大
量
に
排
出

さ
れ
ま
す
。
そ
の
量
は
、
便
１
ｇ
当
た
り

１
万
か
ら
10
億
個
と
い
う
デ
ー
タ
が
あ

り
、
発
症
者
に
限
ら
ず
、
非
発
症
の
ノ
ロ

ウ
イ
ル
ス
保
菌
者
も
、
同
量
の
ノ
ロ
ウ
イ

ル
ス
を
排
出
し
ま
す
。ノ
ロ
ウ
イ
ル
ス
は
、

１
０
０
個
以
下
で
人
に
感
染
す
る
と
言
わ

れ
て
い
る
の
で
、
仮
に
ノ
ロ
ウ
イ
ル
ス
の

健
康
保
菌
者
の
ふ
ん
便
が
１
ｇ
あ
れ
ば
、

理
論
上
で
は
１
０
０
０
万
人
を
ノ
ロ
ウ
イ

ル
ス
に
感
染
さ
せ
る
こ
と
が
可
能
で
す
。

　

ノ
ロ
ウ
イ
ル
ス
に
感
染
し
た
場
合
、
症

状
が
軽
快
し
た
後
も
数
週
間
に
渡
っ
て
ノ

ロ
ウ
イ
ル
ス
が
便
と
と
も
に
排
出
さ
れ
ま

す
。
症
状
が
軽
快
し
調
理
業
務
に
復
帰
し

た
際
に
は
、
手
洗
い
等
の
対
策
を
よ
り
意

識
し
て
従
事
す
る
こ
と
が
重
要
で
す
。

　

ノ
ロ
ウ
イ
ル
ス
食
中
毒
を
防
ぐ

　

た
め
の
４
原
則

　

食
中
毒
予
防
の
３
原
則
は
、「
つ
け
な

い
」「
ふ
や
さ
な
い
」「
や
っ
つ
け
る
」で
す
。

こ
の
う
ち
「
ふ
や
さ
な
い
」
に
つ
い
て
で

す
が
、
ノ
ロ
ウ
イ
ル
ス
は
人
の
腸
管
内
で

の
み
増
殖
す
る
と
い
う
特
徴
が
あ
る
た
め

該
当
し
ま
せ
ん
。
食
品
に
付
い
た
ノ
ロ
ウ

イ
ル
ス
は
、
冷
蔵
庫
で
保
管
し
よ
う
が
、

常
温
で
保
管
し
よ
う
が
、
増
え
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
ノ
ロ
ウ
イ
ル
ス
は
非
常
に
少
な

い
量
で
人
に
感
染
す
る
こ
と
が
可
能
な
た

め
、
増
え
な
く
て
も
食
品
に
付
い
た
量
で

食
中
毒
を
起
こ
す
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

ノ
ロ
ウ
イ
ル
ス
に
よ
る
食
中
毒
を
防
ぐ

に
は
、「
つ
け
な
い
」
と
「
や
っ
つ
け
る
」

に
加
え
て
、「
持
ち
込
ま
な
い
」、「
拡
げ

な
い
」
の
４
つ
の
対
策
を
徹
底
す
る
こ
と

が
重
要
で
す
。
こ
こ
で
、
ノ
ロ
ウ
イ
ル
ス

食
中
毒
を
防
ぐ
た
め
の
４
原
則
に
つ
い

て
、
詳
細
に
説
明
し
ま
す
。

原
則
１
▼
ノ
ロ
ウ
イ
ル
ス
を
持
ち
込
ま
な
い

　

営
業
者
は
始
業
前
に
従
業
員
の
健
康

チ
ェ
ッ
ク
を
行
い
、
体
調
不
良
者
が
従
事

す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

ノ
ロ
ウ
イ
ル
ス
は
一
定
期
間
ふ
ん
便
と
と

も
に
排
出
さ
れ
る
と
い
う
特
徴
を
ふ
ま
え

て
、
健
康
チ
ェ
ッ
ク
は
当
日
の
体
調
不
良

の
有
無
だ
け
で
な
く
、
前
日
以
前
も
含
め

た
チ
ェ
ッ
ク
も
実
施
し
ま
し
ょ
う
。
従
業

員
自
身
も
、
生
や
加
熱
不
十
分
の
カ
キ
、

二
枚
貝
等
の
ノ
ロ
ウ
イ
ル
ス
の
リ
ス
ク
が

高
い
食
品
の
喫
食
は
普
段
か
ら
避
け
る
、

吐
物
の
処
理
は
調
理
に
携
わ
ら
な
い
人
に

任
せ
る
な
ど
、
ノ
ロ
ウ
イ
ル
ス
に
感
染
し

な
い
よ
う
行
動
す
る
こ
と
が
重
要
で
す
。

ま
た
、
厨
房
に
入
る
前
に
は
必
ず
手
を
洗

い
ま
し
ょ
う
。

原
則
２
▼
ノ
ロ
ウ
イ
ル
ス
を
拡
げ
な
い

　

従
事
者
用
、
客
用
ト
イ
レ
は
こ
ま
め
に

清
掃
し
、清
潔
な
状
態
を
保
ち
ま
し
ょ
う
。

特
に
、
ノ
ロ
ウ
イ
ル
ス
の
流
行
期
は
便
器

内
だ
け
で
な
く
、
水
栓
レ
バ
ー
や
ド
ア
ノ

ブ
、
手
洗
い
の
蛇
口
も
汚
染
さ
れ
て
い
る

リ
ス
ク
が
あ
る
た
め
、
０
・
02
％
次
亜
塩

素
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム
溶
液
で
清
拭
し
ま
し
ょ

う
。
た
だ
し
、
次
亜
塩
素
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム

溶
液
に
は
金
属
を
腐
食
さ
せ
る
作
用
が
あ

る
た
め
、
清
拭
10
分
後
の
水
拭
き
を
忘
れ

ず
に
。

原
則
３
▼
ノ
ロ
ウ
イ
ル
ス
を
や
っ
つ
け
る

　

ノ
ロ
ウ
イ
ル
ス
を
加
熱
で
や
っ
つ
け
る

た
め
に
は
、
中
心
温
度
85
か
ら
90
度
で
90

秒
以
上
の
加
熱
が
必
要
で
す
。
一
般
的
な

細
菌
は
75
度
で
１
分
の
加
熱
で
や
っ
つ
け

る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
ノ
ロ
ウ
イ
ル
ス

は
細
菌
と
比
べ
て
熱
に
強
い
こ
と
が
わ
か

り
ま
す
。
カ
キ
等
の
二
枚
貝
を
調
理
す
る

際
の
加
熱
条
件
に
は
注
意
し
ま
し
ょ
う
。

原
則
４
▼
ノ
ロ
ウ
イ
ル
ス
を
つ
け
な
い

　

少
量
で
も
感
染
す
る
こ
と
か
ら
、
誰
も

が
ノ
ロ
ウ
イ
ル
ス
を
持
っ
て
い
る
と
仮
定

し
、
食
品
に
ノ
ロ
ウ
イ
ル
ス
を
付
け
な
い

対
策
を
行
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

具
体
的
に
は
、
適
切
な
手
洗
い
、
塩
素

系
漂
白
剤
や
熱
湯
を
用
い
た
調
理
器
具
や

食
器
の
洗
浄
・
消
毒
、
食
材
毎
の
調
理
器

具
の
使
い
分
け
に
よ
る
二
次
汚
染
・
交
差

汚
染
の
防
止
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
コ
ロ
ナ

禍
で
ア
ル
コ
ー
ル
消
毒
が
普
及
し
ま
し
た

が
、
ノ
ロ
ウ
イ
ル
ス
に
は
ア
ル
コ
ー
ル
消

毒
は
あ
ま
り
効
果
が
あ
り
ま
せ
ん
。
流
水

と
石
鹸
で
時
間
を
か
け
た
手
洗
い
を
こ
ま

め
に
行
い
ま
し
ょ
う
。

　

む
す
び

　

ノ
ロ
ウ
イ
ル
ス
は
感
染
力
が
強
く
、
食

中
毒
を
起
こ
し
た
際
に
は
多
数
の
患
者
を

発
生
さ
せ
る
病
因
物
質
で
す
。
ノ
ロ
ウ
イ

ル
ス
に
よ
る
食
中
毒
を
防
ぐ
に
は
、
手
洗

い
の
徹
底
と
い
っ
た
従
業
員
教
育
や
、
従

業
員
が
体
調
不
良
の
際
に
休
み
や
す
い
職

場
環
境
を
作
る
な
ど
、
営
業
者
の
マ
ネ
ジ

メ
ン
ト
能
力
が
問
わ
れ
ま
す
。
ま
た
、
従

業
員
自
ら
も
、
自
分
は
ノ
ロ
ウ
イ
ル
ス
に

感
染
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
と
普
段
か

ら
意
識
す
る
こ
と
が
重
要
で
す
。
あ
の
時

休
ん
で
い
れ
ば
、
あ
の
時
し
っ
か
り
手
を

洗
っ
て
い
れ
ば
、
と
食
中
毒
を
起
こ
し
て

か
ら
後
悔
し
な
い
よ
う
に
、
今
後
も
引
き

続
き
ノ
ロ
ウ
イ
ル
ス
食
中
毒
対
策
を
推
進

し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

　

今
般
、
レ
ア
ス
テ
ー
キ
と
称
す
る
ユ
ッ

ケ
様
の
食
品
に
よ
る
腸
管
出
血
性
大
腸
菌

食
中
毒
で
１
名
の
方
が
亡
く
な
る
と
い
う

痛
ま
し
い
事
件
が
発
生
し
ま
し
た
。
亡
く

な
ら
れ
た
方
に
対
し
ま
し
て
、
心
よ
り
ご

冥
福
を
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。

〈
原
因
食
品
は
レ
ア
ス
テ
ー
キ
と
称
す
る

ユ
ッ
ケ
〉

　

亡
く
な
ら
れ
た
方
は
、
京
都
府
内
の
食

料
品
店
が
レ
ア
ス
テ
ー
キ
と
表
示
し
て
販

売
し
て
い
た
商
品
（
形
態
は
ユ
ッ
ケ
）
を

喫
食
し
て
い
ま
し
た
。

　

原
因
と
な
っ
た
食
料
品
店
は
ユ
ッ
ケ
な

ど
の
生
食
用
食
肉
を
調
理
提
供
で
き
る
施

設
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

こ
の
事
件
を
受
け
、
厚
生
労
働
省
は
都

道
府
県
等
各
自
治
体
あ
て
に
令
和
4
年
９

月
16
日
付
通
知
「
腸
管
出
血
性
大
腸
菌
に

よ
る
食
中
毒
防
止
の
徹
底
に
つ
い
て
」（
以

下
、
通
知
と
い
う
。）
を
発
出
し
ま
し
た
。

概
要
は
次
の
通
り
で
す
。

〈
通
知
概
要
〉

　

平
成
23
年
４
月
に
発
生
し
た
腸
管
出
血

性
大
腸
菌
に
よ
る
食
中
毒
（
注
：
北
陸
等

の
焼
肉
チ
ェ
ー
ン
６
店
舗
で
ユ
ッ
ケ
が
原

因
食
品
と
な
り
、
５
人
が
死
亡
し
た
集
団

食
中
毒
事
件
）
を
踏
ま
え
、
生
食
用
食

肉
（
牛
肉
）
の
規
格
基
準
の
設
定
や
食
品

等
事
業
者
へ
の
監
視
指
導
、
消
費
者
へ
の

注
意
喚
起
等
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す

が
、
今
般
、
レ
ア
ス
テ
ー
キ
と
称
す
る

ユ
ッ
ケ
様
の
食
品
等
を
原
因
食
品
と
す
る

腸
管
出
血
性
大
腸
菌
O
1
5
7
（
以
下
、

O
1
5
7
）
に
よ
る
食
中
毒
事
例
が
発
生

し
ま
し
た
。
食
中
毒
防
止
の
観
点
か
ら
、

食
肉
は
中
心
部
を
75
℃
で
１
分
間
以
上
又

は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
加
熱
方
法
に
よ
り

加
熱
調
理
を
す
る
よ
う
指
導
し
て
き
た
と

こ
ろ
で
す
が
、
当
該
事
例
は
加
熱
調
理
が

不
十
分
で
あ
っ
た
こ
と
が
一
要
因
と
さ
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
、
以
下
の
５
点
に
留
意

し
、
生
食
用
食
肉
の
規
格
基
準
の
遵
守
及

び
飲
食
店
に
お
け
る
有
効
な
加
熱
調
理
の

実
施
に
つ
い
て
監
視
指
導
の
徹
底
を
お
願

い
し
ま
す
。
な
お
、
重
症
事
例
発
生
を
防

止
す
る
観
点
か
ら
、
生
食
用
食
肉
で
あ
っ

て
も
、
子
供
、
高
齢
者
そ
の
他
抵
抗
力
の

弱
い
者
が
喫
食
し
な
い
よ
う
、
引
き
続
き

関
係
事
業
者
、
消
費
者
等
へ
の
注
意
喚
起

を
お
願
い
し
ま
す
。

　

①
生
食
用
食
肉
を
取
り
扱
え
な
い
施
設

に
お
い
て
、
社
会
通
念
上
ユ
ッ
ケ
と
呼
称

さ
れ
る
生
の
食
肉
を
レ
ア
ス
テ
ー
キ
と
称

し
て
販
売
す
る
こ
と
は
不
適
切
で
あ
り
、

消
費
者
が
生
食
用
食
肉
と
誤
認
し
て
加
熱

せ
ず
に
喫
食
す
る
蓋
然
性
が
高
い
態
様
で

販
売
又
は
提
供
し
な
い
こ
と
。

　

②
生
食
用
食
肉
と
し
て
販
売
す
る
際
に

は
、
生
食
用
食
肉
の
加
工
基
準
、
成
分
規

格
及
び
保
存
基
準
に
適
合
し
た
も
の
で

あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
。

　

③
生
食
用
食
肉
を
取
り
扱
う
飲
食
店
営

業
に
は
調
理
基
準
が
適
用
さ
れ
る
。

　

④
生
食
用
食
肉
を
取
り
扱
う
飲
食
店
営

業
に
お
い
て
、
生
食
用
食
肉
を
調
理
す
る

際
は
、
食
中
毒
防
止
の
観
点
か
ら
、
速
や

か
に
提
供
し
て
消
費
者
に
喫
食
さ
せ
る
こ

と
。
な
お
、持
ち
帰
り
（
テ
イ
ク
ア
ウ
ト
）

や
宅
配
（
デ
リ
バ
リ
ー
）
を
す
る
場
合
は
、

食
肉
の
中
心
部
ま
で
十
分
に
加
熱
調
理
し

た
も
の
を
提
供
す
る
こ
と
。

　

⑤
食
肉
を
提
供
し
て
客
が
加
熱
調
理
を

行
い
喫
食
す
る
場
合
は
、
飲
食
に
供
す
る

ま
で
に
必
要
な
加
熱
を
行
う
た
め
の
具
体

的
な
方
法
を
、
口
頭
に
よ
る
説
明
の
み
で

は
な
く
、
掲
示
等
に
よ
り
確
実
に
情
報
提

供
す
る
こ
と
。

〈
事
件
概
要
〉

　

通
知
は
別
添
で
、
９
月
15
日
時
点
で
の

当
該
食
中
毒
事
件
の
概
要
を
次
の
よ
う
に

記
載
し
て
い
ま
す
。

　

⑴
京
都
府
が
府
内
に
お
い
て
発
生
し
た

O
1
5
7
感
染
患
者
に
つ
い
て
調
査
し

た
結
果
、
８
月
22
日
と
26
日
に
、
府
内
の

食
料
品
店
が
販
売
し
た
「
ロ
ー
ス
ト
ビ
ー

フ
」
を
喫
食
し
て
い
た
。

　

⑵
他
の
自
治
体
が
探
知
し
た
腸
管
出
血

性
大
腸
菌
感
染
症
の
患
者
が
８
月
23
日

と
25
日
に
同
一
店
で
購
入
し
た｢

レ
ア
ス

テ
ー
キ｣

を
喫
食
し
て
い
た
。

　

⑶
京
都
府
は
、
共
通
の
食
事
が
当
該
店

で
購
入
し
た
も
の
の
み
で
あ
る
こ
と
、
有

症
者
の
発
症
状
況
が
類
似
し
て
お
り
、
有

症
者
５
名
の
便
か
ら
O
1
5
7
が
検
出

さ
れ
た
こ
と
、
医
師
か
ら
届
出
が
あ
っ
た

こ
と
か
ら
、
当
該
店
に
お
け
る
食
中
毒
と

断
定
、
９
月
６
日
付
け
で
営
業
停
止
処
分

を
行
っ
た
。

　

⑷
営
業
停
止
処
分
後
、
有
症
者
が
追
加

さ
れ
、
う
ち｢

レ
ア
ス
テ
ー
キ｣

を
喫
食

し
た
90
代
女
性
１
名
が
入
院
先
の
医
療
機

関
で
死
亡
し
た
。
９
月
15
日
時
点
：
有

症
者
22
名
（
死
亡
し
た
患
者
を
除
く
。）

　

⑸
当
該
店
が
販
売
し
た
、
商
品
名
「
レ

ア
ス
テ
ー
キ
」
の
形
態
は
、
加
熱
に
よ
る

変
色
が
な
い
部
位
の
細
切
り
で
あ
り
、
社

会
通
念
上
「
ユ
ッ
ケ
」
と
呼
称
さ
れ
る
も

の
で
あ
っ
た
。

　

⑹
当
該
店
は
、
生
食
用
食
肉
を
提
供
可

能
な
施
設
で
は
な
く
、｢

レ
ア
ス
テ
ー
キ｣

及
び｢

ロ
ー
ス
ト
ビ
ー
フ｣

の
加
熱
不
足

が
食
中
毒
発
生
の
原
因
と
考
え
ら
れ
る
。

〈
都
の
対
応
〉

　

以
上
を
受
け
、
都
は
食
肉
等
の
取
扱
い

に
つ
い
て
歳
末
一
斉
監
視
で
重
点
的
に
監

視
指
導
を
行
う
こ
と
と
し
、
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
「
食
品
衛
生
の
窓
」
で
、「
社
会
通
念

上
ユ
ッ
ケ
と
呼
称
さ
れ
る
生
の
食
肉
を
食

べ
た
こ
と
に
よ
る
腸
管
出
血
性
大
腸
菌
食

中
毒
で
、
死
者
が
出
て
い
ま
す
！
」
と
注

意
喚
起
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

掲
載
ペ
ー
ジ
は
「
ち
ょ
っ
と
待
っ
て
！

お
肉
の
生
食
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
、
本

年
6
月
作
成
の
「
肉
の
生
食
等
に
よ
る
食

中
毒
予
防
の
ポ
イ
ン
ト
を
ま
と
め
た
普
及

啓
発
用
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
」
も
掲
載
さ
れ
て

い
ま
す
。
U
R
L
は
以
下
の
と
お
り
で

す
。
ぜ
ひ
ご
利
用
い
た
だ
き
、
食
中
毒
予

防
に
努
め
て
く
だ
さ
い
。　

https://www.fukushihoken.m
etro.

tokyo.lg.jp/shokuhin/anzen_info/
nama/index.html

ちょっと待って !
お肉の生食
加熱不十分な食肉による腸管出血性大腸菌食中毒で死者

図 ノロウイルス食中毒月別発生状況（東京都）
（2017 年～ 2021 年） 


